
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ０ Ｄ３～Ｄ９に属さないその他の住宅設備用品 

 
D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０ 全 Ｄ１～Ｄ５に属さないその他の住宅設備用品 

   

   

   
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
D-CLASS8 

定義 

一般住宅及び事務所、公共施設等において、住環境を整えるために備える家具、照明器具、暖冷房機器等

の内、Ｄ３～Ｄ９に含まれないものを分類する。 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・床敷物、カーテン等主として繊維製の室内装備品（Ｃ１）及び建具（Ｌ４）を除く。 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ０－００ Ｄ３～Ｄ９に属さないその他の住宅設備用品雑 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０－０ 一 Ｄ１～Ｄ５に属さないその他の住宅設備用品雑 

Ｄ０－１０ 一 玄関パネル 

Ｄ０－１１０ 一 玄関パネル 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－４４ インターホン 

Ｌ３－５２００ 門柱 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

玄関パネル   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

一般住宅及び事務所、公共施設等において、住環境を整えるために備える家具、照明器具、暖冷房機器等

でＤ３～Ｄ９に含まれないものの内、下位の分類に含まれないものを分類する。この分類には、主として、玄

関まわりの壁面に取り付けられる照明、表札、インターホン、新聞受け等の多種の機能を一つにまとめてユ

ニットとした、玄関用多機能パネル、住宅用壁面ユニットを分類する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

＜インターホン＞インターホンに照明器具・表札が付加された程度のものはＨ７－４４。 

＜門柱＞門柱として独立しているものはＬ３－５２００へ。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

玄関パネル   

   

 登録 1162394号  玄関パネル  登録１１２１５８０号 
 集合住宅用個別住宅玄関の 
 システムパネル 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ０－１００ 住宅用受け箱等 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０－１０ 一 住宅用受け箱 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ６－３９０ 家庭用消火ホース箱 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

新聞受け 郵便受け  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

住宅に取り付けられる各種受箱等を分類する。 

この分類には、箱状でない新聞受け、郵便受け、配送荷物受け等を分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

＜家庭用消火ホース箱＞消火器受け箱は消火器の付属品としてＪ６－３９へ。 

複数の収納部が集合したロッカー状の配送荷物受けはＤ６のロッカーへ。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

 登録 1017845号 
「配送荷物用受け箱」 

登録１１２１３１７号  
郵便受け 
 

登録１１６０６０７号 
郵便受け箱 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ０－１１００ 郵便受け箱、新聞受け箱等 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０－１１０ 一 郵便受け箱等 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ６－４４０ 整理箱等 

Ｄ６－５１６ 収納棚（ロッカー型） 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

郵便受け箱 新聞受け箱 牛乳受け箱 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

建物の外壁・柵等に取り付ける、または建物の外に備える箱状の郵便受け、新聞受け、牛乳受け等を分類

する。集合住宅に設置する複数結合した郵便受けも含む。 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 郵便受け等の部分が箱状でも、他の大きな構成要素（脚支柱、 

収納棚）を有するものは、Ｄ０－１００。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

郵便受け箱 牛乳受け箱 新聞受け箱 

   

 

登録１１６０６０７号 
郵便受け箱 

登録１１５０５４１号 
郵便受け箱 

登録１１２７８０３号 
牛乳受箱 

登録１０５６５００号 
ポスト 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ０－１２ ボンベ格納箱、固定具等 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０－１２ 全 ボンベ用格納箱等 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｇ１－５２３９ 輸送用ボンベ部品及び付属品 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

ボンベ用格納箱 ボンベ用支持枠 ボンベ置き台 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

家庭用プロパンガスボンベを格納する箱又は支持固定する器具。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

＜輸送用ボンベの帽がい＞運搬用ボンベそれ自体に関するその他の部品・付属品（Ｇ１－５２３９）は含まな

い。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

ボンベ用格納箱 ボンベ用支持枠 ボンベ置き台 

   

 

登録９１７５９１号 
ガスボンベ用支持枠 

登録１０３７０８３号 
プロパンガスボンベ固定台 

登録９７９０３０号 
ガスボンベ保護カバー 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ０－１９ 住宅用受け箱等部品付属品 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０－１１９ 全 郵便受け箱等部品及び付属品 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

郵便受け口金具 郵便箱支持具  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

住宅用受箱等の部品・付属品。建物の壁に取り付けるタイプの郵便（新聞）受け口金具には、部品ではない

ものもあるが、郵便（新聞）受け口金具は全てこの分類に含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

  登録１０５０４８２号 
郵便受け台 

登録１０３５７６９号 
郵便受け口金具 

登録１０４４７８８号 
郵便受け口金具 
 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ０－２００ はしご、脚立、踏み台等 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０－２０ 全 はしご、脚立等 

Ｄ０－２１ 全 はしご 

Ｄ０－２２ 全 脚立 

Ｄ０－２３ 全 踏み台 

Ｌ１－１０ 一 建築用ステップ 

Ｌ２－４３９１ 一 マンホール用足場金具 

Ｌ２－６３０ 一 岸壁緊急避難梯子 

Ｌ２－１６９ 一 鉄塔、電柱等部品及び付属品（電柱用足場金具） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－１００ 足場 

Ｌ４－３４０ 階段 

Ｄ７－２代 いす 

Ｄ７－２１ 腰掛け 

Ｊ６代 非常・避難ばしご 

Ｌ２－４３９００ マンホール転落防止梯子 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

はしご 脚立 踏み台 

マンホール用足場金具 電柱用足場金具  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・住宅、作業場等において用いる梯子、脚立、踏台等を分類する。・脚立状で最上面が長く作業スペースが

大きいものも、幅が一人用であれば含む。 

・マンホール、水路等の側面に取り付けられる梯子等も含む。 

・低い台でも昇降用の踏み台であれば含む。 

 

登録１０５０２５３号 
はしご 

登録１０５９５１７号 
マンホール用昇降手摺 

登録１０８１３１８号 
勾配面用梯子 

登録１０９９４０４号 梯子 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

＜作業用足場台＞主に建築工事現場等において高所の作業を行う時に用いられる仮設用枠に取り付ける

もの、及び枠構造で自立したもので作業台部が大きい（縦横幅とも複数人数分の広さがある）ものはＬ１－１

００へ分類する。 

＜階段＞建物等に設置され、ステップが板状の踏み板で、かつ踏み板同士が水平方向にずれたものはＬ４

－３４０へ分類する。 

＜非常・避難ばしご＞ロープ１本に結び目程度のものは含まない。→Ｊ６代へ 

＜マンホール転落防止梯子＞マンホールの転落防止具を兼ねた梯子（主に蓋受け枠の内側に取り付けら

れる）はＬ２－４３９００へ分類する。 

 

 

 

 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

＜脚立＞「脚立」（Ｄ０－２００）と「いす」（Ｄ７－２代）兼用は物品名優先。 

＜踏み台＞「踏み台」（Ｄ０－２００）と「腰掛け」（Ｄ７－２１）兼用は物品名優先。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

はしご 脚立 踏み台 

   

L2-4390 1182150号  
マンホール蓋用転落防止梯子 

 

 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
D-TERM1 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
D-TERM2 

Ｄタームの名称 

Ｄ０－２００ Ａ 自立型 

 
D-TERM4 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０－２０ 一 はしご、脚立等 

Ｄ０－２１ 一 はしご 

Ｄ０－２２ 一 脚立 

Ｄ０－２３ 一 踏み台 
D-TERM5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－１００ 足場 

Ｌ４－３４０ 階段 

Ｄ７－２代 いす 

Ｄ７－２１ 腰掛け 

Ｊ６代 非常・避難ばしご 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

自立できる型のもの。主に金属フレーム製。ステップ部だけが幅広のものも含む。 

最上面が長い作業スペースのものも、幅が一人用で、両サイドの支持脚部が梯子状であれば含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・昇降ステップがないもの、また、昇降ステップが階段踏み板状で全体構造がフレームでないものは含まな

い。（Ｄ０－２００Ｂ） 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 

Ｂ 台型、家具調型 

Ｃ 壁取付型 

  

左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１５１８５９号 
踏み台 
 

登録１１５８８４９号 
踏み台 

登録９８２５３１号 
踏み台 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ０－２００ Ｂ 台型、家具調型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０－２０ 一 はしご、脚立等 

Ｄ０－２１ 一 はしご 

Ｄ０－２２ 一 脚立 

Ｄ０－２３ 一 踏み台 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－１００ 足場 

Ｌ４－３４０ 階段 

Ｄ７－２代 いす 

Ｄ７－２１ 腰掛け 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

 

梯子状の昇降ステップを有さない台。 

昇降ステップが階段踏み板状で全体もパネル状で構成されたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 

Ａ 自立型 

Ｃ 壁取付型 

  

左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１５１８２７号 
バス乗降用ステップ台 

登録１０８１０２９号 
勝手口ステップ 

登録７１１７３５号 
踏み台 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ０－２００ Ｃ 壁取付け型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０－２０ 一 はしご、脚立等 

Ｄ０－２１ 一 はしご 

Ｌ１－１０ 一 建築用ステップ 

Ｌ２－４３９１ 一 マンホール用足場金具 

Ｌ２－６３０ 一 岸壁緊急避難梯子 

   

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

ステップの単位体を複数壁等に埋め込む等固着して、壁面等に梯子状のステップを構築するための、その

ステップの一単位。複数のステップを一単位としたものでも、それを壁等に連接して取り付けるものであれば

含む。 

 

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・壁等に取り付けるタイプでも、枠とステップにより梯子としての構成ができあがっており、それを複数連ねて

使用することを前提としたものでないものは含まない。 

・ 引っかけて使用するタイプは含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 登録１１０４１７８号 
壁面昇降用手足掛具 

Ｄ０－２００ 
登録７８９７１０号 
マンホール用吊り下げ

足掛け具 

登録１０５０２３４号 
壁面昇降用手足掛具 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 

Ａ 自立型 

Ｂ 台型、家具調型 

  

左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ０－２９ はしご、脚立等部品及び付属品 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０－２９０ 全 はしご、脚立等部品及び付属品 

Ｄ０－２９１ 全 はしご、脚立等構成部材 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ９－１５ 家具用脚 

Ｌ１－１９００ 足場部品及び付属品 

Ｌ１－１３ 足場用枠 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

はしご用踏み桟固定具 はしご用踏み桟 はしご用踏み桟材 

はしご用横桟 はしご用支柱 脚立用踏み桟材 

足場昇降用ステップ   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

はしご、脚立、踏み台等の部品及び付属品を分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１７００７０号 
伸縮梯子の揺れ防止専用 
ネジ万力 

登録１１５４２４７号 
梯子支柱の頂部補強具 

登録１０１３４３８号  
壁面昇降用手足掛具のステップ支持枠 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ０－２９ Ａ 形状連続型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ０－２９１ 全 はしご、脚立等構成部材 

   

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－１５ 足場板 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

はしご、脚立、踏み台等を構成する長尺部材で端面形状が変化しないで連続するもの。 

一定の長さの部材で、端部以外は連続形状で端部は変形加工されているものも含む。 

長手方向の面に孔等の加工が加えられているものも含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 

  

  

  

左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１０９８９５２号 
踏み台用踏板材 
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